
新規受託研究申請の流れ
あくまで大まかな流れです。
スムーズに治験を開始できるように、スケジュール等相談致します

試験実施打診
（窓口：治験管理室・試験責任医師）

申請書類に必要事項を記入の上、ご提出下さい
（窓口：治験管理室）

申請締切：IRB開催日14日前（内容により応相談）

受託研究審査委員会（IRB）は、
原則として２ヵ月に 1 回開催しております。

IRB翌日以降、審査結果をご報告いたします。
結果報告書、契約書等をお渡しします。
請求日から60日以内に事前準備費用、IRB費用を納入
して下さい
（窓口：治験管理室・事務企画課）

運搬業者など第三者による搬入も可能です。
（窓口：治験管理室、治験薬管理者）

試験責任医師等の関係者と試験実施前の打ち合わせを
行います。
日程について、治験管理室担当者とご相談ください。
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